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告    示 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関の指定について（保護管理課） 

那覇市告示第 253 号  

令和３年８月２日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づ

く医療機関の指定について 

 

 

生活保護法（昭和25年法律第144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号）に基づく医療機関について、生活保護法第49条及び中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律第14条第４項の規定による指定医療機関として、次のとおり指定

した。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 254 号  

令和３年８月２日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づ

く医療機関の廃止について 

 

 

生活保護法（昭和25年法律第144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第30号）に基づく医療機関について、生活保護法第50条の２及び中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律第14条第４項の規定による指定医療機関より、次のとおり廃止

の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関の休止について（保護管理課） 

那覇市告示第 255 号  

令和３年８月２日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づ

く介護機関の休止について 

 

 

生活保護法（昭和25年法律第144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号）に基づく介護機関について、生活保護法第54条の２第４項におい

て準用する第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第４項の規定によ

る指定介護機関より、次のとおり休止の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 256 号  

令和３年８月２日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基

づく介護機関の廃止について 

 

 

生活保護法（昭和25年法律第144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第30号）に基づく介護機関について、生活保護法第54条の２第４項において

準用する第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第４項の規定による

指定介護機関より、次のとおり廃止の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７９３号   2021（令和３）年８月２日 

 1359 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関の変更について（保護管理課） 

那覇市告示第 257 号  

令和３年８月２日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基

づく介護機関の変更について 

 

 

生活保護法（昭和25年法律第144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号）に基づく介護機関について、生活保護法第54条の２第４項におい

て準用する第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第４項の規定によ

る指定介護機関より、次のとおり変更の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７９３号   2021（令和３）年８月２日 

 1360 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施術機関の指定について（保護管理課） 

那覇市告示第 258 号  

令和３年８月２日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

に基づく施術機関の指定について 

 

 

生活保護法（昭和25年法律第144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号）に基づく施術機関について、生活保護法第55条第１項及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律第14条第４項の規定による指定施術機関として、次のとお

り指定した。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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公    告 

個人情報業務届出書の公表について（法制契約課） 

 

那覇市公告第 193 号  

令和３年７月 15 日  

掲 示 済  

 

 

個人情報業務届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第７条第５項及び同施行規則第２条第２項の規定に基

づき、個人情報業務届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について（法制契約課） 

 

那覇市公告第 194 号  

令和３年７月 15 日  

掲 示 済  

 

 

保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第９条第４項及び那覇市個人情報保護条例施行規則第

８条の２第２項で準用する同規則第２条第２項の規定に基づき、保有個人情報目的

外利用・提供届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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指定管理者の指定申請について（公園管理課） 

 

那覇市公告第 195 号  

令和３年７月 16 日  

掲 示 済  

 

 

指定管理者の指定申請について 

 

 

 令和４年４月１日からの那覇市松山公園文化交流施設の管理を行う法人その他の

団体を、次のとおり募集する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 名称及び位置 

名 称  那覇市松山公園文化交流施設（以下「文化交流施設」という。） 

位 置  ア 福州園 ：那覇市久米２丁目29番19号 

イ 連携施設：那覇市久米２丁目30番６号 

ウ 駐車場 ：那覇市松山１丁目17番64号 

 

２ 管理の基準及び業務の範囲 

 那覇市松山公園文化交流施設指定管理者募集要項及び同業務仕様書のとおり。 

 

３ 指定予定期間 

令和４年４月１日から令和９年３月31日（５年間） 

 

４ 応募資格 

（１）指定期間中、文化交流施設の管理運営を円滑かつ安定に実施できる那覇市

内に本店、支店、営業所等を有する法人その他の団体（法人格は必ずしも必

要ではない）とする。但し、個人の応募は不可とする。 

（２）市税等の滞納がないこと。 

（３）役員に破産者及び禁固以上の刑に処されている者がいないこと。 

（４）会社更生法及び民事再生法等による手続き中でないこと。 

（５）暴力団による不当な行為の防止法等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものでな

いこと。 

（６）応募の際、現に本市から一般競争入札等の参加を制限されている法人等で

ないこと。 

（７）過去１年以内に本市又は他の地方公共団体から指定管理者の指定の取り消

しを受けている法人等でないこと。 

（８）共同企業体（グループ結成）での応募について 

複数の法人若しくは団体が共同企業体により応募する場合は、あらかじめ
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代表者又は代表となる団体を決定すること。この場合、構成団体間で委任状

を作成し協定書を締結すること（応募に関する責任、指定管理業務に関して

生じた責任は構成団体が連帯責任を負うことになる）。 

共同企業体を組織する全ての法人若しくは団体は、上記（１）から（７）

の資格を満たすこと。ただし、代表者又は代表となる団体以外の構成団体は、

那覇市内に主たる事務所を有することを問わない。 

     なお、単独で応募する団体が、複数の団体で構成する共同企業体で応募す

るなど、複数の応募はできない。 

 

５ 募集要項等の配布 

   原則、那覇市の公式ホームページ（https://www.city.naha.okinawa.jp/）から

のダウンロードとするが、必要な方は下記のとおり配布する。 

（１）配布期間 令和３年７月16日（金）から令和３年９月15日（水）午後５時

まで（土曜、日曜及び祝日を除く） 

（２）配布時間 午前９時から午後５時（正午から午後１時までの間を除く） 

（３）配布場所 那覇市都市みらい部 公園管理課 

（４）そ の 他 「那覇市松山公園文化交流施設指定管理者業務仕様書」に記載

されている別添資料については、説明会又は窓口にてＣＤで配

布する。 

 

６ 説明会及び現場見学会の開催 

文化交流施設の応募方法、提出書類等について説明会及び現場見学会を開催す

る。参加希望者は説明会参加申込書（様式10）を記入のうえ、ＦＡＸ又はＥ－ｍ

ａｉｌのいずれかで提出すること。なお、参加人数は、１団体につき２名までと

し、この説明会に参加しなくても応募することは可能とする。 

（１）開催日時 令和３年８月６日（金）午後２時から午後４時まで 

（２）開催場所 クニンダテラス 交流室 

（３）連 絡 先 那覇市都市みらい部 公園管理課 

電 話 098－951－3239 

ＦＡＸ 098－951－3206 

E-mail b-kouen001@neo.city.naha.okinawa.jp 

（４）申込期限 令和３年８月４日（水） 

 

７ 募集要項等に関する質問受付期間 

募集要項等に関する質問を以下のとおり受付する。質問に対する回答は、那覇

市公園管理課のホームページにて公表し、質問者に対してはＦＡＸまたはＥ－ｍ

ａｉｌにて回答する。 

（１）受付期間 令和３年８月６日（金）から令和３年８月27日（金）午後５時

まで 

（２）受付方法 質問書（様式11）に質問の趣旨を簡潔にまとめ、ＦＡＸまたは

Ｅ－ｍａｉｌのいずれかで提出すること。なお、電話や口頭等

による質問は原則として回答しない。提出後、公園管理課に電

話で連絡すること。 

（３）送 付 先 那覇市都市みらい部 公園管理課 

電 話 098－951－3239 
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ＦＡＸ 098－951－3206 

E-mail b-kouen001@neo.city.naha.okinawa.jp 

（４）質問の回答 市ホームページにて掲載する。 

 

８ 提出書類 

応募を希望する団体は、次の書類（正本１部、刷本８部）を提出すること。書

類は目次、仕切紙、ページ番号等を付与し、表紙及び背表紙に件名を付したフラ

ットファイル等に綴ること。 

申請に際して必要となる費用は全て応募者の負担とし、提出された書類や資料

は返却しない。なお、提出された書類は、那覇市情報公開条例の規定に基づく情

報公開の対象となることがある。 

（１）指定管理者指定申請書（様式１） 

（２）誓約書（様式２） 

（３）定款又は寄付行為（法人以外の団体にあってはこれに相当する書類） 

（４）法人にあっては法人の登記事項に係る証明書（提出３か月以内のもの） 

（５）役員の名簿及び履歴書 

（６）組織及び運営に関する事項を記載した書類（様式３） 

（７）令和２年度における期末の財産目録及び収支決算書 

（８）令和３年度における事業計画書及び収支予算書 

（９）令和４年度から令和８年度までの年度ごとの文化交流施設の管理に係る事

業計画書及び収支予算書（様式８） 

（10）納税証明書 

①法人の場合は、直近３ヵ年の市税の納税証明書、設立１年未満の場合は、

代表者の直近３ヵ年の市税の完納証明書。 

②法人以外の場合は、代表者の直近３ヵ年の市税の納税証明書 

（11）その他市長が必要と認める書類（様式４～７、様式９） 

（12）共同企業体を結成する場合は、共同企業体協定書（様式13）及び委任状（様

式14） 

 

９ 募集期間  

指定管理者指定申請書（様式１）のほか、必要書類を次の期間内に持参提出す

ること。郵送、ＦＡＸ等による提出物は受付しない。また、必要な書類が不足し

ている場合は受付しない。 

なお、提出された書類は、那覇市情報公開条例の規定に基づく情報公開の対象

となることがある。 

（１）受付期間：令和３年７月16日（金）から令和３年９月15日（水）午後５時

まで（土曜、日曜及び祝日を除く） 

（２）受付時間：午前９時から午後５時まで(正午から午後１時までの間を除く)

（３）受付場所：那覇市都市みらい部 公園管理課 

（４）留意事項 

ア 提出後の書類の再提出及び差し替えは、原則として認めない。 

イ 共同企業体の構成員団体が、他の共同企業体の構成員になること又は

単独の応募はできない。 

ウ 応募書類にかかる費用は申請者の負担とする。 

エ 提出された書類や資料は返却しない。 
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オ 応募書類を提出した後に辞退する場合は、指定管理者指定申請辞退届

（様式12）を提出すること。 

カ 必要に応じて、追加資料の提出を求めることがある。 

 

10 問い合わせ先 

〒900－8585 

那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所９階  

那覇市 都市みらい部 公園管理課 宮城、真喜屋 

ＴＥＬ 098－951－3239 

 ＦＡＸ 098－951－3206 

 E-mail B-kouen001@city.naha.lg.jp  

 

 

 

上下水道局告示 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

那覇市上下水道局告示第 16 号  

令 和 ３ 年 ７ 月 ９ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

 

那覇市下水道条例第16条に基づき次のとおり異動があるので、那覇市排水設備指

定工事店規程第10条により告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  上地  英之  

 

 

指定（登録）番号  第 385 号 

      指定工事店名    株式会社呉屋設備 

      営業所所在地    沖縄県中頭郡西原町字翁長866番地の１ 

代表者氏名     呉屋 美香 

有効期間      自 令和２年４月１日 

                至 令和７年３月31日 

      異動年月日     令和３年７月６日 

      異動事由      代表者の変更 
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教育委員会規則 

那覇市学校給食センターの受配校に関する規則の一部を改正する規

則 

那覇市教育委員会規則第４号  

令 和 ３ 年 ８ 月 １ 日  

公 布 済  

 

 

那覇市学校給食センターの受配校に関する規則の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。 

 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会  

教育長  山 城 良 嗣  
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選挙管理委員会告示 

選挙人名簿の登録に係る被登録資格の決定の基準日、登録の日につい

て 

那覇市選挙管理委員会告示第７号  

令 和 ３ 年 ７ 月 ３ 日  

掲 示 済  

 

 

選挙人名簿の登録に係る被登録資格の決定の基準日、登録の日について 

 

 

令和３年７月 11 日執行の那覇市議会議員一般選挙において、公職選挙法（昭和

25 年法律第 100 号）第 22 条第３項の規定による選挙人名簿の登録について、被登

録資格の決定の基準日、登録の日を次のとおり定めたので、公職選挙法施行令（昭

和 25年政令第 89号）第 14条第２項の規定により告示する。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 日 高 清 義  

 

 

１ 被登録資格の決定の基準日  令和３年７月３日 

（ただし、年齢については令和３年７月 12日） 

 

２ 登 録 の 日  令和３年７月３日 
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直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

 

那覇市選挙管理委員会告示第８号  

令 和 ３ 年 ７ 月 ３ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 日 高 清 義  

 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）の規定による直接請求、市町村の合併の特例

に関する法律（平成16年法律第59号）の規定による合併協議会設置の請求及び地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）の規定による解職請

求に必要な選挙権を有する者の数は、次のとおりである。 

 

 

１ 地方自治法第74条第１項及び同法第75条第１項並びに市町村の合併の特例等に

関する法律第４条第１項及び同法第５条第１項に規定する選挙権を有する者の

総数の50分の１の数 

 

5,211人 

 

 

２ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第11項及び同法第５条第15項に規定す

る選挙権を有する者の総数の６分の１の数 

 

43,425人 

 

 

３ 地方自治法第76条第１項、同法第80条第１項、同法第81条第１項及び同法第86

条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定する

選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

 

86,849人 

 

 

 

 

 

 


